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　　浸水想定区域に関係する、人口、世帯数は前回評価時と比べ、同水準
　であるため、治水対策の必要性は依然として高い。
　【浸水想定区域に関する状況変化（住民基本台帳）】
　≪藤河・南桑地区ほか≫
　○人　口：0.99倍（84,822/85,628人）＜R3/R2＞
　○世帯数：1.00倍（42,327/42,248世帯）＜R3/R2＞
　≪参考：県全体≫
　○人　口：0.99倍（1,333/1,345千人）＜R3/R2＞
　○世帯数：0.99倍（596/600千世帯）　＜R3/R2＞
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の変化に伴う
必要性の変化

事 業 効 果

関係市町及び
地 元 の 意 向

百万円）

既投資額 87,957
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（用地補償費）百万円）

96百万円

99

事 業 内 容

百万円

再評価実施要件
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岩国市錦町広瀬
　　　　　　　　にしきまちひろせ

中項目
評　価

・　当事業は、学識経験者、地域住民代表者、河川利用者の代表者、関係
　地方公共団体の長から構成させる「錦川水系川づくり検討委員会」で了
　承されている。
・　岩国市から、当事業の推進について要望書が提出されている。
・　地元自治会、小・中学校及び関係官公庁を含めた連絡協議会を地区毎
　に設置し、定期的に意見を聴きながら事業を進めている。
・　これまでの度重なる浸水被害や渇水被害を受け、当該事業に対する
　沿川地域住民からの要望は強い。
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再 評 価 項 目 調 書

　錦川は、その源を山口県と島根県の県境に位置する莇ヶ岳に発し、向道ダムを経て菅野ダム
付近から北上し、寂地山を源とする宇佐川と合流したのち南下、その後、本郷川、根笠川、生
見川等と合流した後、岩国市街地を抜け瀬戸内海に注ぐ流域面積889.8ｋ㎡、幹川流路延長約
110.3ｋｍの県内最大の二級河川である。
　錦川流域では、錦帯橋が流失した昭和25年キジア台風や約7,500戸が浸水被害を受けた昭和
26年ルース台風等、度々大きな浸水被害が発生している。近年では、平成17年台風第14号で
約1,800戸の半壊、床上・床下浸水が発生した。また、平成6年には、水道用水・工業用水で
厳しい取水制限が行われるなど渇水被害も発生している。
　さらに、岩国市錦町では、上下水道の整備により安定した水道水源が必要とされている。
　これらのことから、錦川の「浸水被害の軽減」「流水の正常な機能の維持」、岩国市錦町の
「水道用水の確保」、ダムの放流水を利用した「発電」を目的として平瀬ダムを建設する。

○平瀬ダム　　　　　　　　　　　　　　　　　　○付替道路

　形　　　式：重力式コンクリートダム
3
　　　　　  国　　道：9.5ｋｍ

　堤　　　高：73ｍ
３

　　　　　　　　　　　　　　県　　道：1.4ｋｍ

　堤　頂　長：300ｍ
３

　　　　　　　　　　　　　 市　　道：5.5ｋｍ

　総貯水容量：29,500千ｍ
３

　集 水 面 積：336.2ｋｍ
2

（1）浸水被害の軽減

　　　下流沿川地域の浸水被害の軽減を図るため、洪水調節容量24,300千ｍ
３

を確保する。
（2）流水の正常な機能の維持
　　　ダム下流の既得用水の安定化や流水の清潔の保持、動植物の生息・生育環境の保全等

　　のため、不特定容量3,160千m
3
を確保する。

（3）水道用水の確保

　　　岩国市錦町の水道用水として、40千ｍ
３

（400ｍ
3
/日）を確保する。

（4）発電
　　　ダムの放流水を利用し、水力発電所（山口県企業局）により最大出力1,100ｋｗの発
　　電を行う。

1988 2023

平瀬ダム錦川総合開発事業
ひらせ

山口県

89,500

あざみがだけ
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【費用対効果分析手法】

【事業費の変化】　 有 無

【事業期間の変化】 有 無

● 継続 ○ 見直し継続 ○ 中止
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　これまでも、河床砂礫のコンクリート骨材利用や付替道路の見直し等のコ
スト縮減を図ってきた。
　今後、貯水池内伐採範囲の見直しや係船設備の取止め等のコスト縮減に取
り組む。

　平成26年からダム本体工事に着手し、平成31年2月に本体コンクリートの
打設が完了した。
　令和４年１０月の試験湛水までに、ダム本体工事や地滑り防止工事等を完成させ
る。
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「治水経済調査マニュアル（案）」令和２年４月　国土交通省水管理・国土保全局
「各種資産評価単価及びデフレーター」令和３年３月　同上
　①一般資産被害軽減便益：整備により軽減される家屋、事業所、
　　　　　　　　　　　　　農漁家の資産被害額
　②農作物被害軽減便益：整備により軽減される農作物被害額
　③公共土木施設等被害軽減便益：整備により軽減される公共土木施設等
　　　　　　　　　　　　　　　（道路、農地、農業用施設等）の被害額
　④その他の便益：施設の残存価値、整備により軽減される営業活動停止損失
　　　　　　　　　及び応急対応にかかる費用

Ａ

・

Ｂ

・
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 浸水被害の軽減や流水の正常な機能の維持を図るため、事業継続が妥当と判断する。

　当地区には、重要な種として鳥類ではサシバ、植物ではヤシャゼンマイ等が確認されている
が、専門家の助言を聞きながら、工事を進めている。
　工事中については、濁水処理施設を設け、濁水を下流へ流さない等の対策をとることにより
河川環境等への影響の低減に努めている。
　また、供用後については、選択取水設備を設けることにより、水温や水質に配慮した放流を
行う。

　ダム事業の検証において、治水と利水の目的別に、コスト、実現性等
の観点から、ダムとダム以外との代替案の比較を行い、総合的に評価を
行った結果、現計画の「ダム建設＋河川改修」が最適であることを確認
している。

　事業費の増加については、地滑り防止工事、ダム湖の止水対策工事の増工による。
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前　回

(基準年：Ｒ2)

全体事業 全体事業 残事業

103,321 112,545 109,733

76 84 60

78,856 85,752 83,628

104,850 110,414 17,508

287,103 308,795 210,929

①事業費 169,604 182,710 3,511

②維持管理費 1,048 1,090 1,090

　総費用 170,652 183,800 4,601

費用便益比（B／Ｃ） 1.7 1.7 45.8

※　便益(B)・費用(C)は、算出した各年次の値を割引率を用いて現在価値に換算した合計額

(基準年：R3)

（単位：百万円）

　総便益

費用
(Ｃ)

④その他の便益

区分

①一般資産被害軽減便益

便益
(B)

主な項目

②農作物被害軽減便益

③公共土木施設等被害軽減便益

今　回（再評価・再々評価）

備　考
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ひ ら せ

平瀬ダム 錦川総合開発事業 位置図

御庄川ダム

生見川ダム

向道ダム

菅野ダム

平瀬ダム

あざみがだけ

莇ヶ岳

寂地山

水越ダム




